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西駒郷の地域生活への移行効果  

・NPO団体（地域発・共生社会）の参加が、   
グループホームをコミュニティーへと融和に  

誘う期待  

H14．432カ所   



重症心身障害者等グループホーム運営事業  

※障害の重さを言い訳にしない・支援の促しと工夫を期待  
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重症心身障害者等グループホームー覧（平成18年4月現在で7か所）   



溺探  

グループホーム・公  

営住宅・アパート等  

グループホームー公  

営住宅・ア／  
〈－  

ト等  

家族と同居者がグループホーム・   

アパート生活並行する場合の  

「体験宿泊の場」  
自活訓練の家  

精神障害者・知的障害（児）  
者が地域生活をするため宅幼  
老所・グループホーム等での   

宿泊体験・1回2泊3日  
県1／2・市町村1／2・550人  
6，360円／日・本人負担食費  

社会福祉法人が入所施設の  
地域生活への移行目的に自  
活生活を行う借家の改修費  
補助  

補助率1／2・上限600万円  
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世話人という職種の特殊性  

世話人連絡会及び研修会  
■サブ圏域・圏域単位で  

■障害分野を越えて  大北圏域世話人研修会 9／11  

■定期的に実施（圏域毎に年2～3回）  

■時にはケース検討も  

■世話役はCD■生活支援Wが黒子役で・■  

■サロン的な雰囲気を目指す  H15県世話人研修会   



知的障害者日中活動の場拡大事業  
国庫補助対象外施設整イ  甫助（1／2）  

施設整備1，540万円・設備   用 476万円  

（入所施設退所者を定員の4割受けること条件）  

H16、17年度 6か所 定員105人分  

保育園 ⇒通所更生施設  

⇒通所授産施設（うどん）  

空き店舗⇒通所授産施設分場（パン）  

病院⇒通所授産施設（菓子）  

工場⇒通所授産施設（そばクッキー）  

⇒通所授産施設（パン）  
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就労支援について  

16．7～ 就労支援係設置3人 授産活性化支援員4人  

就労支援ワーカー11人  

（1）障害者総合支援センター 就業支援ワーカー  

（2）就労支援体制  

福祉的就労（授産活動）活性化  

（1）作業所営業・技術パワーアップ事業  

（2）ワゴンカフェの運営等  

（3）授産活動活性化支援員  

宅障害者の就労支援  

（1）障害者ITサポートセンター  宮下宜績墨書＠風の工房   
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就労支援体制イメージ  
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福祉的就労（授産活動）の活性化  

○ 目的  

作業所等の営業・技術力等を強化し、福祉的就労の場を活性化する  

作業所等を利用する障害者の収入のアップ  

○ 内容  

作業所等の自主製品開発・販路開拓  

受注業務の拡大支援  

○ 製品開発販売コーディネーター  （公募で民間活用 県内1名）  

・自主製品の開発、改良、販路開拓支援（全県総括）  

○ 受注開拓コーディネーター  （公募で民間活用 県内1名）  

・受注作業の開拓■斡旋（全県総括）  

○ 授産活動活性化支援員 （県職員駐在 県内4名）  

－ 上記コーディネーターと連携し、各地域で作業所と企業との業務取引のしくみづくり  
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